別表１（第３条関係）
　　　　　　　　　　
興部町障害者等日中一時支援事業における利用定員及び職員の配置基準等について

１　委託事業者の要件
　　町長が、興部町障害者等日中一時支援事業を委託できる事業者は、原則として、次の
いずれかに該当する事業者であって、本事業を実施するために必要な活動スペースを確
保することができる事業者とする。
（1） 障害者総合支援法に基づく指定短期入所事業者
（2） 障害者総合支援法に基づく指定児童デイサービス事業者又は基準該当デイサービス事業者
（3） 障害者総合支援法に基づく指定障害者デイサービス事業者又は基準該当障害者デイ
サービス事業者
（4） 障害者総合支援法に基づく指定施設入所支援事業者
（5） 介護保険法に基づく指定通所介護事業者

２　利用定員
　　町長が、興部町障害者等日中一時支援事業を委託する実施施設の利用定員は、各施設が確保する活動スペースの状況を勘案し、各施設ごとに定めるものとする。

３　職員等の配置基準
　　職員等の配置員数については、次のとおりとする。
（1） 管理者１名を配置するものとする。（管理者はサービス提供職員を兼務できるものとする。）
（2） サービス提供職員については、利用者の数が１０名までの場合は２名以上、１１名から１５名までの場合は３名以上、１６名から２０までの場合は４名以上とする。
（3） 上記にかかわらず、利用する障害者（児）の障害状況に応じて、適宜、サービス提供職員を配置し安定的なサービスの提供に努めるものとする。

４．委託契約締結に伴う届出書類等について
　　委託契約の締結にあたり、次の書類等の提出を受けることとする。
（1） 日中一時支援事業実施届出書
（2） 日中一時支援事業の主たる対象者を特定する理由等
（3） 事業所の平面図
（4） 設備・備品等一覧
（5） 運営規定等
（6） 管理者経歴書
（7） 従事者名簿
